
【Ａ７で算定できない加算区分】
※Ａ７で算定できない区分について、網掛けしています。

表２－１　令和６年４月及び５月の旧３加算の要件
①月額賃
金改善要
件Ⅰ

②月額賃
金改善要
件Ⅲ

③キャリ
アパス要
件Ⅰ

④キャリ
アパス要
件Ⅱ

⑤キャリ
アパス要
件Ⅲ

⑥キャリ
アパス要
件Ⅳ

⑦キャリ
アパス要
件Ⅴ

新加算Ⅳ
の1/2以上
の月額賃
金改善

旧ベア加
算額の2/3
以上の新
規の月額
賃金改善

任用要
件・賃金
体系の整
備等

研修の実
施等

昇給の仕
組みの整
備等

改善後の
賃金要件
（８万円
又は440万
円一人以
上）

介護福祉
士の配置
等要件

職場環境
全体で１

職場環境
区分ごと

１

HP掲載等
を通じた
見える化

介護職員処遇改善加算Ⅰ － － ○ ○ ○ － － ○ － － －
介護職員処遇改善加算Ⅱ － － ○ ○ － － － ○ － － －
介護職員処遇改善加算Ⅲ － － － － － ○ － － －
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ － － － － － ○ ○ － ○ ○ ○
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ － － － － － ○ － － ○ ○ ○
介護職員等ベースアップ等支援加算 － ○ － － － － － － － － ○

表２－２　令和６年度中の新加算Ⅰ～Ⅳ及び新加算Ⅴ（経過措置区分）の算定要件（賃金改善以外の要件）
①月額賃
金改善要
件Ⅰ

②月額賃
金改善要
件Ⅱ

③キャリ
アパス要
件Ⅰ

④キャリ
アパス要
件Ⅱ

⑤キャリ
アパス要
件Ⅲ

⑥キャリ
アパス要
件Ⅳ

⑦キャリ
アパス要
件Ⅴ

新加算Ⅳ
の1/2以上
の月額賃
金改善

旧ベア加
算相当の
2/3以上の
新規の月
額賃金改

善

任用要
件・賃金
体系の整
備等

研修の実
施等

昇給の仕
組みの整
備等

改善後の
賃金要件
（８万円
又は440万
円一人以
上）

介護福祉
士の配置
等要件

職場環境
全体で１

職場環境
区分ごと

１

HP掲載等
を通じた
見える化

介護職員等処遇改善加算Ⅰ － （○） ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ －
介護職員等処遇改善加算Ⅱ － （○） ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ －
介護職員等処遇改善加算Ⅲ － （○） ○ ○ ○ － － ○ － － －
介護職員等処遇改善加算Ⅳ － （○） ○ ○ － － － ○ － － －
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（１） － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（２） － － ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（３） － － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（４） － － ○ ○ － ○ － － ○ ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（５） － － ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（６） － － ○ ○ － ○ － － ○ ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（７） － － － ○ ○ － ○ ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（８） － － ○ ○ ○ － － ○ － － ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（９） － － － ○ － － ○ ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（10） － － － ○ ○ － ○ ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（11） － － ○ ○ － － － ○ － － ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（12） － － － ○ － － ○ ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（13） － － － － － ○ － － ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（14） － － － － － ○ － － ○

表２－３　新加算Ⅴ（経過措置区分）の算定要件（旧３加算の算定状況）

介護職員
処遇改善
加算Ⅰ

介護職員
処遇改善
加算Ⅱ

介護職員
処遇改善
加算Ⅲ

介護職員
等特定処
遇改善加
算Ⅰ

介護職員
等特定処
遇改善加
算Ⅱ

介護職員
等

ベース
アップ等
支援加算

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（１） ○ － － ○ － －
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（２） － ○ － ○ － ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（３） ○ － － － ○ －
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（４） － ○ － － ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（５） － ○ － ○ － －
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（６） － ○ － － ○ －
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（７） － － ○ ○ － ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（８） ○ － － － － －
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（９） － － ○ － ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（10） － － ○ ○ － －
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（11） － ○ － － － －
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（12） － － ○ － ○ －
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（13） － － ○ － － ○
介護職員等処遇改善加算Ⅴ（14） － － ○ － － －

表２－４（参考）　令和７年度以降の新加算Ⅰ～Ⅳの算定要件（賃金改善以外の要件）
①月額賃
金改善要
件Ⅰ

②月額賃
金改善要
件Ⅱ

③キャリ
アパス要
件Ⅰ

④キャリ
アパス要
件Ⅱ

⑤キャリ
アパス要
件Ⅲ

⑥キャリ
アパス要
件Ⅳ

⑦キャリ
アパス要
件Ⅴ

新加算Ⅳ
の1/2以上
の月額賃
金改善

旧ベア加
算相当の
2/3以上の
新規の月
額賃金改

善

任用要
件・賃金
体系の整
備等

研修の実
施等

昇給の仕
組みの整
備等

改善後の
賃金要件
（440万円
一人以
上）

介護福祉
士の配置
等要件

区分ごと
に１以上
の取組
（生産性
向上は２
以上）

区分ごと
に２以上
の取組
（生産性
向上は３
以上）

HP掲載等
を通じた
見える化
（取組内
容内容の
具体的記
載）

介護職員等処遇改善加算Ⅰ ○ （○） ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅱ ○ （○） ○ ○ ○ ○ － － ○ ○
介護職員等処遇改善加算Ⅲ ○ （○） ○ ○ ○ － － ○ － －
介護職員等処遇改善加算Ⅳ ○ （○） ○ ○ － － － ○ － －

注　（○）は新加算Ⅰ～Ⅳの算定前に旧ベースアップ等加算並びに新加算Ⅴ⑵,⑷,⑺,⑼及び⒀を未算定だった場合に満たす必要がある要件

⑧職場環境等要件

注　（○）は新加算Ⅰ～Ⅳの算定前に新加算Ⅴ⑵,⑷,⑺,⑼及び⒀を未算定だった場合に満たす必要がある要件

どちらか１つを実施

どちらか１つを実施
どちらか１つを実施

どちらか１つを実施
どちらか１つを実施
どちらか１つを実施

⑧職場環境等要件 介護職員
処遇改善
加算Ⅰ～
Ⅲのいず
れかの算

定

どちらか１つを実施

⑧職場環境等要件
表３－３
に掲げる
旧３加算
の算定状

況


